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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年６月８日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１２月６日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保
さ せ ぼ

市相浦
あいのうら

港 

 相浦港１号防波堤灯台から真方位０２０°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°１１.５′ 東経１２９°３８.７′） 

事故の概要 プレジャーボートはやかぜは、左転しながら航行中、干出浜（岩）

に乗り揚げた。 

はやかぜは、舵軸の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 令和３年１２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート はやかぜ、４.７１トン  

２７３－１１２２４長崎、個人所有 

９.７６ｍ（Lr）×２.３６ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、８４.５８kＷ、昭和５５年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 ７８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１５年９月１２日 

免許証交付日 平成３０年２月２２日 

        （令和５年９月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵軸に曲損、右舷船底部外板に擦過傷、主機に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、釣りを行う目的で、令和３年１２

月６日０５時００分ごろ佐世保市黒
くろ

島南東方沖の釣り場に向けて相浦

港の係留場所を出航した。 

船長は、操縦区画の舵輪の前に立ち、舵輪の上部を右手で握って目

視による見張りを行いながら操船に当たり、約２～３ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で南西進し、佐世保市鶴子
つ る こ

島南方沖で

右転した後、徐々に増速しながら西進した。 

船長は、約８kn の速力になった頃、佐世保市焼
やけ

島北方沖で同島西端
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付近に設置された赤色点滅標識灯（以下「本件標識灯」という。）を

左舷方に視認し、同島と矢
や

坪
つぼ

島との間の可航幅が約４０～６０ｍの水

路（以下「本件水路」という。）を通航する目的で、本件標識灯の僅

か西方沖に向けようとして、いつものように舵輪を左に回した。 

船長は、左転を開始して間もなく、ふだんよりも本件標識灯が左舷

遠方に見えたので、矢坪島に近寄り過ぎていると思い、慌てて左舵一

杯としたものの、０５時１０分ごろ船底に衝撃を受け、本船が同島東

岸沖の干出浜（岩）（以下「本件干出岩」という。）に乗り揚げ、主機

が停止した。 

船長は、主機を始動して離礁し、船体を確認したところ、船尾物入

れに少量の浸水を認めたので、本船を上架することとし、相浦港内の

浄土ヶ浦
じょうどがうら

に向けて航行し、０５時３０分ごろ同浦に到着したものの、

先船がいて本船を上架できず、付近の岸壁に係留した。 

本船は、数時間後、浸水量が増えて半没状態となり、翌日、陸揚げ

された後に解体処分となった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

船長は、平成３０年ごろ、本船を譲渡により所有し、週に３回程

度、本件水路を航行して主に黒島周辺で釣りを行っており、ふだん、

出航後から本件水路を通航し終えるまでは約２～３kn の速力で航行

し、その後、約１２～１３knの速力に増速していた。 

船長は、目的の釣り場には釣り船が多く、前日の釣果が良かったの

で、早く釣り場に到着して良い場所を確保したいと思い、鶴子島の南

方沖で右転した後、徐々に増速しながら約８kn の速力で航行してい

た。 

船長は、焼島北方沖で左転する際、ふだんの速力よりも増速して航

行したので、いつものように左舵を取ったものの大回りとなって本件

干出岩上を通過する進路になったのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、焼島北方沖を西進中、船長が、本件水路に向けて左転する

際、ふだんの速力よりも増速して航行していたことから、いつものよ

うに船首目標である本件標識灯の僅か西方沖に向けて左舵を取ったも

のの大回りとなって本件干出岩上を通過する進路となり、本件干出岩

に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、目的の釣り場には釣り船が多く、前日の釣果が良かったこ

とから、早く釣り場に到着して良い場所を確保したいと思い、ふだん

の速力よりも増速して航行していたものと考えられる。 
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原因 本事故は、夜間、本船が焼島北方沖を西進中、船長が、本件水路に

向けて左転する際、ふだんの速力よりも増速して航行していたため、

いつものように船首目標である本件標識灯の僅か西方沖に向けて左舵

を取ったものの大回りとなって本件干出岩上を通過する進路となり、

本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、狭い水路に向けて転針する際、大回りして干出岩等の浅

瀬上を通過する進路とならないよう速力を調整して航行するこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図  
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（令和３年１２月６日 

 ０５時１０分ごろ発生） 

黒島 

相浦港１号防波堤灯台 


